
○ オンライン資格確認等システムの導入により、
① 医療機関・薬局の窓口で、患者の方の直近の資格情報等（加入している医療保険や自己負担限度額等）が
確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが
削減できます。

② また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や薬剤
情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります（マイナポータルでの閲覧も可能）。
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※ 政府が提供している、オンラインで自分の情報が
見られる等の機能を有する自分専用のサイト患者・一般の方

マイナポータル

１．オンライン資格確認の導入（マイナンバーカードの保険証利用）について



顔認証付きカードリーダーとは○ 顔認証付きカードリーダーとは、オンライン資格確認を行う際に必要となる機器のことで、
マイナンバーカードの顔写真データを IC チップから読み取り、その「顔写真データ」と窓口で
撮影した「本人の顔写真」と照合して、本人確認を行うことができるカードリーダーです。

顔認証で本人確認ができます 薬剤情報/特定健診等情報閲覧の同意ができます

限度額適用認定証等に係る同意ができます

健康保険証利用の申込（初回登録）ができます暗証番号入力で本人確認ができます

４．顔認証付きカードリーダーとは

14

顔認証付きカードリーダーの
カタログページはこちら
動画もあります！

キヤノンマーケティングジャパン
株式会社

富士通Japan株式会社 株式会社アルメックスパナソニック システム
ソリューションズ ジャパン
株式会社
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８．医療機関・薬局への補助

○ 顔認証付きカードリーダーは、医療機関及び薬局に無償提供（病院３台まで、診療所等１台）。

○ それ以外の費用（①マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入、
②ネットワーク環境の整備、③レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修等）
は、以下の上限額と割合で補助。

（補助の対象となる事業）
・ オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末の購入・導入
・ レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等のアプリケーションに組み込むパッケージソフトの購入・導入
・ オンライン資格確認に必要となるオンライン請求回線の導入、既存のオンライン請求回線の増強
・ オンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修 等

※ 電子カルテシステムの改修は、資格確認だけでなく、薬剤情報及び特定健診情報の閲覧のための改修を含みます。

病 院
大型チェーン薬局
（グループで処方箋の受付が
月４万回以上の薬局）

診療所
薬局（大型チェーン

薬局以外）

顔認証付き
カードリーダー
提供台数

3台まで無償提供 １台無償提供 １台無償提供

その他の
費用の

補助内容

１台導入する場合 ２台導入する場合 ３台導入する場合

21.4万円を上限に
補助

※事業額の42.9万円を
上限に、その1／２を補助

32.1万円を上限に
補助

※事業額の42.9万円を
上限に、その3／4を補助

105万円を上限に
補助

※事業額の210.1万円を
上限に、その1／２を補助

100.1万円を上限に
補助

※事業額の200.2万円を
上限に、その1／２を補助

95.1万円を上限に
補助

※事業額の190.3万円を
上限に、その1／２を補助

※ 消費税分（10％）も補助対象であり、上記の上限額は、消費税分を含む費用額です。

※ 補助が出る期間は、令和５年３月末までに補助対象事業を完了させ、令和５年６月末までに補助金交付申請をしたものが対象となります。
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＜１．オンライン資格確認とは＞

Question Answer

A.オンライン資格確認は、支払基金・国保中央会から資格情報等を
提供する仕組みです。
支払基金・国保中央会が、医療機関・薬局の診療情報等を
閲覧したり、取得することはできません。

Q. 医療機関・薬局内のレセプト
コンピュータ等の情報を支払基金
・国保中央会が閲覧できるように
なるのですか？

12．Q&A

Q. 医療機関・薬局では患者の
マイナンバー（12桁の番号）を
取り扱うのですか？

A.医療機関・薬局において患者のマイナンバー（12桁の番号）を
取り扱うことはありません。

オンライン資格確認では、マイナンバーではなく、マイナンバーカードの
ICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

Q. オンライン資格確認を導入した
ら、患者はマイナンバーカードが
ないと受診できないのですか？

A.健康保険証でも受診できます。

薬剤情報等を踏まえた診療を受けたい患者はマイナンバーカードが
必要です。


